
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」(令和元年12月12日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要を
まとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合も
ありますのでご留意ください。
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速 報

納税者が、国外取引または国外財産に関する書類（電磁的記録またはその写しを含む。）を税務当局が指定する日（注1）までに提示・提
出せず（注2）、税務当局から租税条約等の相手国等に対して情報提供要請がされた場合（注3）において、その課税標準等又は税額等に関
し、租税条約等の相手国等から提供があった情報に照らし非違があると認められるときは、税務署長は、その情報提供要請に係る書面が発
せられた日から3年間は、当該事由に対して更正決定等を行うことができることとする。

（注1） 国税庁等の職員が提出等を求めた日から60日以内でその準備に通常要する日数を勘案して税務当局が指定する日
（注2） 納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。
（注3） その情報提供要請が、更正決定等をすることができないこととなる日の6月前の日以後にされた場合を除き、その情報提供要請をした旨の納税者への通知が3月以内に納税者にされた場合に限る。

その他 国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限の見直し

1．改正の概要

2．適用時期

2020年（令和2年）4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。

3．今後の注目点

上記改正に併せて、国外取引等の課税に係る更正決定等により納付すべき国税の消滅時効等について所要の整備が
行われる予定である。

(運用イメージ)

　（※1）「X国に納税者の預金口座あり」等

　(※2） X国の預金口座の入出金明細等

【改正内容】期間制限にかかわらず、3年間は更正等可能 ⑤回答受領

 ⑥外国当局を通じて得た資料に基づき的確に事実認定
　⇒必要に応じ更正等

 ①税務当局が端緒情報(※1)を把握

 ②税務当局が税務調査を実施
    納税者に対して、必要な資料（※2）の提示・提出を要求

 ③納税者が資料を提示・提出

 ④提示・提出された資料に基づき的確に事実認定
　⇒必要に応じ更正等

 ④’税務当局が外国当局に対して情報の入手・提供を要請

 ③’納税者が資料を提示・提出せず


